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厚釧生労働省医薬食品局総務課

小児による誤飲防止のための医薬品の安全対策について（情報提供）

小児による医薬品の誤飲防止につきましては、これまでも医薬品保管場所の注意につ
いての啓発等、取り組んでいただいているところでありますがｖ今般、小児用液剤に関
し、東京都商品等安全対策協議会において「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全
対策報告書」が取りまとめられ、本報告書において、誤飲防止策の一つとして、医療機
関及び薬局におけるＣＲ容器（Child-ResistantPackaging）の使用及びCR容器の普及
への取り組み等についての提言がなされましたので、情報提供いたします。貴部（局）
におかれては、貴管下の医療機関及び薬局等に対し、本報告書の内容に御留意の上、小
児による誤飲防止のための医薬品の安全性向上に努めていただくよう、周知方よろしく
お願いいたします。

なお、別添１及び２のとおり、「｢子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策」報
告書について（情報提供)」（平成２３年４月２８日付け厚生労働省医薬食品局安全対策
課事務連絡）により日本製薬団体連合会及び日本ＯＴＣ医薬品協会宛て、「小児による
誤飲防止のための医薬品の安全対策について（情報提供）」（平成２３年５月２０日付
け厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡）により日本包装技術協会宛てに、情報提供し
ていることを申し添えます。

（参考）

東京都商品等安全対策委員会「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策

http://www､anzen､metro・tokyo.』p/tocho/kyougikai/lOth/pdf/houkokushoall．

報告書」



(財)日本中毒情報ｾﾝﾀｰ

子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策報告書概要

促進を図ることとした

．水薬は甘味･芳香から子供が積極的に服用したがり､保護
者の注意だけでは誤飲を防ぎきれない

．水薬の誤飲で点滴や入院等の医療措置をうけている事例が
ある

･市販の水薬ではＣＲ容器が採用されている一方、医療用医

薬品では使用例が少なく普及の余地がある

1．協議の趣旨 3．協議会の提言

協議会は､子供用水薬のＣＲ容器に関する現状と課題を踏まえ､以下に示す子供の態飲防止対策に閲する

基本的な考え方に基づき､今後取り組むべき事項について提言を行った。
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;竃…鯛醗驚i餅i蝋蕊棚;タバコ；うち､医薬品はﾀパｺに次いで２位(図1)。
；これまでも様々 な磯関で子供の誤飲防止のための注意喚起舞雀鑑
；が行われているが､誤飲件数に大きな変化はない(表')。静淫芸・

翠

;・米国では､子供が開けにくいﾁｬｲﾙドﾚゾｽﾀｿﾄ容器(CR容器患シール
ｉｓ)の普及により､誤飲事故の減少に効果をあげている。爵電池

；国内ではCR容器への消費者の露知経験が+分でなく､適liWピ扇
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Z・子供用水栗の誤猷や投薬容器の現状

(1)東京都の調査から

ア水薬の誤飲事例(ヒヤリ･ハット体験調査）

誤蝕I宜止対策に関する基本的な
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警○消費者に医薬品の適切な取扱方法等の注意喚起を継続的に発信していくこと。

○注意喚起には限りがあることを踏まえ､方策の一つとして､薬局でのCR容器利用について、§

現状の中で対応可鰭な腫組を行うこと｡ただし､利用拡大に向けては環境腫備等瀧不可欠。＃
○これらについて､関係者が創意工夫をし､協力して取り組んでいくこと。誌

凧.…噸……………..霞警[黒ﾆｭー 霧認………患………；
ロ医療機関を受診した

■医療機関に入院した

Ｑ蔭薬品をCR容叡こ入れることについて

図１ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ体験調査’結果(H2２年７月）

※対象:Ｏ～６歳児をもつ保護者2.000人
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今後取り組むべき事項

(1)水薬用ＣＲ容器の導入モデル調査の実施

東京都及び薬剤師会は､薬局及び消費者に対してCR容器に対する認知度を向上させるとともに､利用

拡大に向けての課題を一層明確化するために、水薬用CR容器を薬局及び消費者が実際に使用し体験し、

その効果の検証等を行う調査を実施すること

(2)水薬用ＣＲ容器の積極的利用促進

薬剤師会は､子供用水薬誤飲防止対策として､ＣＲ容器の積極的利用を呼びかけること

東京都は､その取組を支援するCR容器の普及広報活動等を実施すること

●

●環境づくりの 子供が好んで服用した
表１医薬品の誤飲誤食受信件数２(５歳以下）
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医薬品を

ｌ）東京都生活文化局｢ﾋﾔﾘ･ハット体験綱五Ｊ
２）（財)日本中毒情報センター受信報告

３）子供が開けにくい工夫がされた容器、Child-ResistanLPackaging
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(2)水薬用投薬容器の現状

＞医療用医薬品の水薬容器の口径規格は統一されておらず、普及しにくい

＞ＣＲ容器は他容器に比べ構造が複雑で価格が相対的に高くなる

＞ＣＲ容器導入拡大にあたっては、消費者への説明など、薬局の協力が不可欠

図２ＣＲ容器に関するｱﾝｹー ﾄ(H22年11月）

※対象:1～９歳児をもつ保護者６１５人

(3)その他の医薬品や家庭用品でのＣＲ容器普及への取組

東京都は､子供が誤飲し得る商品を取り扱う事業者団体へ、

誤飲防止のためのＣＲ容器普及に関する取組について働きか

けること

日本包装技術協会は､ＣＲ容器普及に関する取組を行うこと

(4)誤飲防止について消費者へ積極的な注意喚起･普及啓発

東京都は､子供のいる家庭の保護者に対し､子供の娯飲事故の

危険性､医薬品棒保管の重要性及びﾁｬｲﾙドﾚゾｽﾀﾝｽの考え

方などについて普及啓発すること

国は､子供の誤飲事故情報の収集･提供等､誤飲防止対策に

積極的に取り組むこと

薬剤師会は､医薬品の保管に対して､薬局窓口で消費者啓発を

行うこと
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人はあわせて約９割

＞ＣＲ容器の使用経験のない33人に､ＣＲ容器を操作してもらったところ､半数以上が不自由を感じないと回答､不自

由を感じた人からも｢慣れれば不自由はない｣との意見

C_R容器に入れる必要を「感じる」「やや感じる

ＣＲ容器を知らなかった人は約７＞保護者６１５人のうち、

水薬看噌§の例(医療用医薬品》など

イＣＲ容器に関するｱﾝｹー ﾄ調査（平成22年11～１２月実施）
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ＬＪ砥~円ｗＪＪユ勿凹争甲ミツ･クグJ,８.ノン江J画１日』U－４。ｖ，、４つｖｑｆＬこ－つ、＝ｒＴシ／ざ1▲，し、

100ｍl湿度飲んでしまった．（２歳女児､入院）

○パッケージにキャラクターの絵が描かれ､ジュースと間違えたのだろう。

ふたを開けられずに泣いていた。ふたが子供には開けづらい構造になって

いたおかげで､助かった｡（2歳男児）

医撮用 一般用 合計

平成１３年

平成１５年

平成１７年

平成１９年

平成２１年

3.351

3.312

3.474

3,765

4.682

,044

.818

.395

,320

.778

,395

.130

,869

.085

460
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日本製薬団体連合会

御中

日本○ＴＣ医薬品協会

別添１

事務連絡

平成２３年４月２８日

厚生労働省医薬食品局安全対策課

｢子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策」報告書について（情報提供）

標記については、東京都商品等安全対策協議会が別添の報告書を作成し、‘情報提供が

あったところです。貴会にも、当該報告書について情報提供しますので、医薬品の安全

‘性の向上のためのご検討方よろしくお願いいたしします。

■

（参考）

東京都商品等安全対策協議会「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策報告書Ｊ

http://www､anzen,metro､tokyo.』p/tocho/kyougikai/lOth/pdf/houkokusho-alLpdf

東京都商品等安全対策協議会「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策報告書」（略）
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社団法人日本包装技術協会御中

別添２

事務連絡

平成２３年５月２０日

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課

小児による誤飲防止のための医薬品の安全対策について（情報提供）

今般、小児用液剤に関し、東京都商品等安全対策協議会において「子供用水薬を中心

とした医薬品容器の安全対策報告書」が取りまとめられ、本報告書において、誤飲防止

策の一つとして、医療機関及び薬局におけるＣＲ容器（Child-ResistantPackaging）の
使用及びCR容器の普及への取り組み等についての提言がなされましたので、情報提供

いたします。貴会におかれては、小児による医薬品の誤飲防止のため、加盟企業との協

力の下、ＣＲ容器の普及に取り組んでいただくようお願いいたします。

なお、別添のとおり、各都道府県等衛生主管部（局）宛て事務連絡を発出いたしまし

たので申し添えます。

（参考）

東京都商品等安全対策委員会「子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策報告書」

http://www,anzen､metro,tokyo・ｊｐ/tocho/kyougikai/10th/pdf/houkokusho-alLpdr


